
貸付対象者 地方公共団体を通じて民間事業者（公募設置等計画の認
定を受けた者）

貸付対象 民間事業者が設置する公園施設の整備に要する費用（社
会資本整備総合交付金や他の借入れ部分等を除く）

貸付割合 公園施設整備費（公募対象公園施設＋特定公園施設）
の合計の１／２以内

利子 有利子

償還期間 ・10年以内（4年以内の据え置き期間を含む）
・均等半年賦償還

事業スキーム

「賑わい増進事業資金」（都市開発資金）の貸付要件

民間活力を効果的に活用しつつ、効率的に都市公園の
整備を推進するため、以下を創設。
①公募設置管理許可制度に基づき選定された民間事

業者が行う園路、広場等の特定公園施設の整備に
要する費用のうち地方公共団体が負担する金額の１
／２を社会資本整備総合交付金により国が支援す
る「官民連携型賑わい拠点創出事業」

②認定公募設置等計画の提出者（認定計画提出
者）が行う公園施設の整備に要する資金の貸付けを
行う地方公共団体に対し、有利子の貸付けを行う
「賑わい増進事業資金」

交付対象 地方公共団体

面積要件 面積0.25ha以上の都市公園

国費対象基礎額 民間事業者が行う特定公園施設の整備に対し
て地方公共団体が負担する額の１／２

事業費要件 公募の結果、公共部分整備費の積算額に対し
て、地方公共団体の負担金額が1割以上削減
されること

「官民連携型賑わい拠点創出事業」（社総交）事業要件

広場、園路、植栽、
噴水等の特定公園施設

官民連携型賑わい拠点創出事業及び賑わい増進事業資金の概要


